
 

 

平成26年 第１予算審査特別委員会 会 議 録 1 

開催年月日 平成26年３月13日(木)・14日(金)・17日(月)・18日(火)・19日(水) 

開 催 場 所  第二委員会室 
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１ 付託事件 

議案第１号 平成26年度滝川市一般会計予算 

議案第15号 滝川市保健福祉部の公の施設の指定管理者の指定に係る管理期間の特例 

に関する条例 

議案第16号 滝川市農政部の公の施設の指定管理者の指定に係る管理期間の特例に関 

する条例 

議案第17号 滝川市子どものいじめの防止等に関する条例 

議案第18号 滝川市社会教育委員設置条例 

議案第19号 滝川市暴力団の排除の推進に関する条例 

議案第21号 消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴う関係条例の整備等に関する 

条例 

議案第23号 滝川市行政財産使用料条例の一部を改正する条例 

議案第24号 滝川市手数料条例の一部を改正する条例 

  議案第25号 滝川市立高等学校の入学検定料等徴収条例の一部を改正する条例 

議案第26号 滝川市三世代交流センター条例及び滝川市地域ふれあいセンター条例の 

一部を改正する条例 

議案第27号 滝川市丸加高原健康の郷条例の一部を改正する条例 

議案第28号 滝川ふれ愛の里条例の一部を改正する条例 

議案第34号 公の施設の指定管理者の指定について（航空科学センター） 

議案第35号 公の施設の指定管理者の指定について（軽費老人ホーム） 

議案第37号 公の施設の指定管理者の指定について（三世代交流センター） 

議案第38号 公の施設の指定管理者の指定について（にぎわい広場） 

議案第39号 公の施設の指定管理者の指定について（ふれ愛の里及び池の前水上公園 

文書分類番号 00 09 03 002 永 年 起案 平成 年 月 日 決裁 平成  年 月 日 

議 長  副 議 長   局 長  副 主 幹  係 長  担  当  担 当 
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       の一部） 

２ 審査の経過 

３月13日、14日、17日、18日、19日の５日間にわたり、慎重な審査を行った。 

３ 審査の結果 

議案第１号については、修正案が提出されたが、委員長を除く委員８名により採決し 

た結果、賛成多数により原案のとおり可とすべきものと決した。議案第15号から第19 

号まで、第21号、第23号から第28号まで、第34号から第35号まで、第37号から第39号 

までの17件については全会一致により、いずれも原案のとおり可とすべきものと決し 

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記記載のとおり相違ない。  第１予算審査特別委員長 柴 田 文 男 印 
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第１予算審査特別委員会（第１日目） 4 

H26.3.13 (木 )10： 00～ 5 

第 二 委 員 会 室 6 

開  会 １０：００ 7 

委員長挨拶 8 

委 員 長 おはようございます。第１予算審査特別委員会の委員長に選任されました柴田 9 

でございます。 10 

副委員長 副委員長の小野です。 11 

委 員 長 一言ご挨拶を申し上げます。平成26年度の予算審議がきょうから始まりますが、 12 

４月からの消費増税、さらに昨日は民間の大手の賃上げが山場を迎え、それぞ 13 

れベースアップがなされている。あるいはまた、東日本大震災の影響はまだ色 14 

濃く東北地方を覆っている。さまざまな課題がある中で、滝川市民の生活をし 15 

っかりと支えていく、そのための新年度予算でございます。実りある審議をし 16 

ていただき、かつ委員会の運営にもぜひ皆さんのご協力をお願いしたいと思い 17 

ます。 18 

 それでは、これから５日間の審議になりますが、皆さんのご協力を心からお願 19 

いして、委員長就任のご挨拶にさせていただきたいと思います。どうぞよろし 20 

くお願いいたします。 21 

 ただいまより第１予算審査特別委員会を開会いたします。 22 

 委員動静報告 23 

委 員 長 ただいまの出席委員数は９名であります。欠席の申し出はございません。 24 

 これより本日の会議を開きます。 25 

 本委員会に付託されました事件は、 26 

 議案第１号 平成26年度滝川市一般会計予算 27 

 議案第15号 滝川市保健福祉部の公の施設の指定管理者の指定に係る管理期間 28 

               の特例に関する条例 29 

 議案第16号 滝川市農政部の公の施設の指定管理者の指定に係る管理期間の特 30 

               例に関する条例 31 

 議案第17号 滝川市子どものいじめの防止等に関する条例 32 

 議案第18号 滝川市社会教育委員設置条例 33 

 議案第19号 滝川市暴力団の排除の推進に関する条例 34 

 議案第21号 消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴う関係条例の整備等 35 

               に関する条例 36 

 議案第23号 滝川市行政財産使用料条例の一部を改正する条例 37 

 議案第24号 滝川市手数料条例の一部を改正する条例 38 

 議案第25号 滝川市立高等学校の入学検定料等徴収条例の一部を改正する条例 39 

 議案第26号 滝川市三世代交流センター条例及び滝川市地域ふれあいセンター 40 

               条例の一部を改正する条例 41 

 議案第27号 滝川市丸加高原健康の郷条例の一部を改正する条例 42 

 議案第28号 滝川ふれ愛の里条例の一部を改正する条例 43 

 議案第34号 公の施設の指定管理者の指定について（航空科学センター） 44 

 議案第35号 公の施設の指定管理者の指定について（軽費老人ホーム） 45 

 議案第37号 公の施設の指定管理者の指定について（三世代交流センター） 46 
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 議案第38号 公の施設の指定管理者の指定について（にぎわい広場） 47 

 議案第39号 公の施設の指定管理者の指定について（ふれ愛の里及び池の前水 48 

               上公園の一部） 49 

 以上の18件となっております。 50 

 なお、関連議案のうち、第23号、第24号、第25号及び第27号は歳入関連、それ 51 

以外の議案14件は歳出関連でありますので、ご留意をいただきたいと思います。 52 

 次に、審査の方法について協議をいたします。 53 

 まず、日程についてですが、既に配付されております別紙日程表に基づいて進 54 

めることとし、終了時間については遅くとも午後４時をめどとして取り進める 55 

ことでよろしいでしょうか。 56 

（異議なしの声あり） 57 

委 員 長 異議なしと認めます。 58 

 よって、そのように決定いたします。 59 

 次に、審査の進め方について協議いたします。 60 

 まず、審査の進め方ですが、歳出は款別に、歳入は一括して説明を受けた後、 61 

それぞれ関連議案を含めて質疑を行うものとし、討論、採決については最終日 62 

に行うことでよろしいでしょうか。 63 

（異議なしの声あり） 64 

委 員 長 そのように決定いたします。 65 

 なお、意見は討論の際に述べていただくことになっておりますので、質疑は簡 66 

潔に行っていただき、特に付託事件以外の質疑は行わないようご配意をお願い 67 

いたします。 68 

 また、答弁については、部課長に限らず、内容を知り得る方が行ってください。 69 

なお、氏名、職名等を告げられないで答弁の許可を得た場合は、所属、職名、 70 

氏名を述べてから答弁してください。 71 

 次に、市長に対する総括質疑は審査日程の最終日に予定しておりますが、審査 72 

の過程で特に留保したものに限るということでよろしいですか。 73 

（異議なしの声あり） 74 

委 員 長 そのように決定いたします。 75 

 次に、討論ですが、付託されております18件の議案について一括して各会派の 76 

代表の方等に行ってもらうこととし、その順番は原則これまでどおりとり行う 77 

こととし、市民クラブ、新政会、公明党、清水委員の順といたしますが、今後 78 

の審査によって討論方法の変更も想定されますので、正副委員長に取り扱いを 79 

ご一任願えますか。 80 

（異議なしの声あり） 81 

委 員 長 そのように決定いたします。 82 

 なお、各会派等から出されました討論要旨につきましては、後日事務局で一括 83 

整理し、議員にのみ印刷配付することになっておりますので、ご了承願います。 84 

 最後に、資料要求の関係でお諮りいたしますが、予定される資料につきまして 85 

はお手元に配付されております。これ以外の関係で資料要求される方は、その 86 

都度要求を願い、その必要性を会議に諮り、所管部局の都合を確認した上で決 87 

定いたしたいと思いますが、これでよろしいでしょうか。 88 

（異議なしの声あり） 89 

委 員 長 そのように決定いたします。 90 
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 まず、冒頭に資料要求をされる方はございますか。 91 

清  水 ５点要求したいと思います。 92 

 お手元に通告しておりますので、まず１点目、議案第１号関係で、予算書では 93 

65ページです。コミュニティ施設の利用実績については、24年度の事務概要で 94 

はこのとおり総件数と総人数だけで非常に簡易なものです。他の三世代、地域 95 

ふれあい、文化センター、たきかわホール、その他体育施設などは従来どおり 96 

室別に掲載されているのと比べて非常に資料としては少ないということで、そ 97 

の他施設に載っているのと同じような形式で資料を要求したいと思います。コ 98 

ミュニティ施設、12施設についてです。 99 

 ２点目は、予算書147ページ、温水プール運営事業費補助金についてですが、温 100 

水プールの運営管理に関する協定書、第２条第１号では、施設の開館日数は修 101 

繕等による臨時的な休館を除き、年間260日以上とするとなっています。臨時的 102 

な休館を開館日数に含めるという考え方を教育委員会ではしていますが、それ 103 

はさておいて、それの日数の決め方、つまり臨時的な休館も日数に含める計算 104 

を教育委員会ではしておりますので、その日数の決め方を定めた文書、これを 105 

求めます。 106 

 ３点目は、同じ件で25年度の温水プール市民コースの開館状況が25年度補助金 107 

の要件になっています。年間260日以上、１日の営業時間は平均10時間以上にな 108 

っているかどうかを確認できる資料として、開始時間、終了時間がさまざまで 109 

す。よって、10時から22時の日が何日、10時から20時の日が何日、10時から18 110 

時の日が何日等、ここに書かれているような一覧です。そして、さらには、き 111 

ょうから2014年３月30日までの時間も予定として加えなければ2,600時間には 112 

恐らく到達しないのです。それで、予定として何日掛ける何時間という形の資 113 

料です。 114 

 ４点目も同じ件です。25年度の市民コース利用者実績がわかる資料ということ 115 

で、①として、学校授業で使用したのが何日、利用児童生徒数は延べ何人、教 116 

員等が延べ何人、②として、市民コースの有料使用で幼児、小学生、中学生、 117 

高校生、大人が各何人、③として、その他の使用があると思うのですが、わか 118 

っているのは市内小学生無料体験事業等の利用者、そのほかにもその他という 119 

のがあるとすれば、その利用者実績がわかる資料。 120 

 ５点目も同じ件です。譲渡契約書第４条で、譲渡物件の所有権は別紙に掲げた 121 

改修工事を完了し、甲の確認を受けた後に甲から乙に移転するものとするとさ 122 

れています。そして、この契約書別紙に提案改修工事一覧として13項目が記載 123 

されていますが、今回の要改修という事態になっています。そこで、これらの 124 

改修工事の完了を確認したことがわかる資料。 125 

 以上５つの資料を求めたいと思います。 126 

委 員 長 それでは、以上５点にわたって資料要求がされました。所管部局の都合を確認 127 

した上で、これを認めてよろしいでしょうか。 128 

（異議なしの声あり） 129 

委 員 長 それでは、所管にお尋ねいたします。 130 

 資料要求の第１番目のコミュニティ施設の関係はよろしいですか。 131 

配野課長 委員会最終日までには用意したいと思います。 132 

委 員 長 次に、教育委員会の関係はどうですか。 133 

竹谷課長 ３番目、４番目については、まだ３月30日になっていませんので、これは予定 134 
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ということでよろしいのでしょうか。 135 

（「予定も含めて」と言う声あり） 136 

竹谷課長 含めてということですね、わかりました。委員会最終日までに出したいと思い 137 

ます。 138 

（「教育費の前」と言う声あり） 139 

委 員 長 教育費の審査の前までには間に合いますか。 140 

竹谷課長 はい、それまでにお出ししたいと思います。 141 

清  水 １点目については、委員会最終日でなくて歳入審査の前までということでお願 142 

いをしたいと思います。 143 

委 員 長 歳入の審査の前ということでありますがいかがですか。 144 

配野課長 わかりました。 145 

委 員 長 他に資料要求はございますか。 146 

（なしの声あり） 147 

委 員 長 なしということで確認いたしたいと思います。 148 

         以上で審査方法についての協議を終了し、早速審査に入りたいと思いますが、 149 

よろしいですか。 150 

（異議なしの声あり） 151 

 それでは、日程に従いまして審査を進めます。 152 

 総括 153 

委 員 長 それでは、最初に総括についての説明を求めます。 154 

山﨑部長 （総括について説明する。） 155 

委 員 長 説明が終わりました。 156 

 これより質疑に入りますが、冒頭決定したとおり、審査は款別に進めることに 157 

なりますので、総括は款別にわたらないよう質疑願います。質疑ございますか。 158 

清  水 それでは、細かいのも合わせて９点お伺いをしたいと思います。 159 

 まず、消費税増税の影響ということで、地方消費税交付金は5,503万円の増、12.7 160 

パーセント増となっています。これに対して、普通交付税の減額分として基準 161 

財政収入額が75パーセント増になるために減額するという、この普通交付税の 162 

減額を幾ら見ているのかということ。さらには、手数料、使用料等で歳入増と 163 

なる消費税増額分を幾ら見込んでおられるのか。さらに、手数料等の販売者と 164 

して国に納める金額は幾ら見ておられるのか。 165 

次に、一般会計の支払い消費税、つまり物を購入する場合の消費税の総額を幾 166 

らと見ておられるのか。次に、上記以外に消費税が関連する要素、私が気づい 167 

ていないことがあれば、お伺いします。 168 

次に、４定で消費税引き上げによる増収分は全て社会保障費の充実、安定化に 169 

向けることとなるとされておりまして、地方においても同様であると認識して 170 

おりますと答弁がされております。増収分は結果幾らかということをお伺いし 171 

ます。次に、その増収の構成についてです。5,503万円引く１足す２引く３引く 172 

４、足すか引くかの５等の項目のプラスマイナスを入れて、その計算の経過と 173 

結果を示していただきたいと思います。 174 

次に、その増収の場合、増収分を社会保障の充実、安定化に向けたと思います 175 

が、具体的な内容について伺います。次、三セクについては、土地開発公社が 176 

廃止をされておりますので、恐らくないとは思うのですが、三セクから購入す 177 

る財産はあるか、またあればその内容について。 178 
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 次は、総括表ですが先ほどの目次の次のページです。全会計の職員、嘱託職員、 179 

臨時職員の各総数の前年度比較について伺います。一般会計については職員や 180 

嘱託職員は予算書に記載をされておりますが、全会計をお聞きをしたいと思い 181 

ます。嘱託職員、臨時的任用職員の給与や単価で前年度と違う点があれば、そ 182 

の主な内容について。障がい者の雇用で前年度と違う点、増減があれば、その 183 

主な内容について伺います。 184 

委 員 長 清水委員、今総括表で全会計の職員、嘱託職員、臨時職員の各総数の前年度比 185 

較というご質疑がありましたけれども、全会計となると、一般会計の部分で、 186 

総括ではありますけれども、他会計の総数を今示せといってもそれがなかなか 187 

できませんので、一般会計については給与明細に全て掲載されているのですが、 188 

全会計ということで今ここで質疑をされるということでよろしいですか。それ 189 

とも、先ほど資料要求はされませんでしたけれども、この委員会終了時までそ 190 

の職員数をお示しするということで、できればそういう取り扱いにしたいので 191 

すけれども、一般会計の部分は給与明細にきちんと書いてありますので、この 192 

部分の質疑については省略していただければありがたいと思うのですが、よろ 193 

しいでしょうか。 194 

清  水 資料という形で最終日までにいただければ結構です。 195 

委 員 長 ただいまのやりとりをお聞きしたと思いますけれども、そういったことで総括 196 

表の職員関係の総数の部分の質疑については最終日までに資料として提出して 197 

いただくということでよろしいでしょうか。 198 

（異議なしの声あり） 199 

委 員 長 所管はよろしいでしょうか。 200 

田中課長 最終日までに用意いたします。 201 

委 員 長 それでは、そのようにいたします。 202 

 それでは、答弁を求めます。 203 

高橋課長 通告をいただいておりますので、私のほうから順次お答えをさせていただきま 204 

す。 205 

 まず、消費増税の影響ということですけれども、その中の１点目、普通交付税 206 

の減額分、いわゆる基準財政収入額が75パーセント算入される分が幾らかとい 207 

うことでございますけれども、これにつきましては総務省自治財政局財政課か 208 

ら平成26年１月24日付で文書が発送されておりますが、平成26年度の地方財政 209 

の見通し、予算編成上の留意事項等についてという文書がございます。この中 210 

で、基準財政収入額には、地方消費税率の引き上げによって財政力格差が拡大 211 

しないようにするため、地方消費税率引き上げに伴う地方消費税及び地方消費 212 

税交付金の増収分については当面100パーセント算入するとされているところ 213 

でございます。26年度予算の地方消費税交付金は、地方財政計画に合わせて12.7 214 

パーセント増で見込んでいるところですが、普通交付税の基準財政収入額に100 215 

パーセント算入されることにより、増額で見込んでいる全額が減額ということ 216 

になります。 217 

 それから、使用料、手数料等で増収になる消費税額ということでございますが、 218 

消費税改定に伴う料金改定により増と見込んでいる額ですが、行政財産使用料 219 

や施設使用料などで約50万円を見込んでいるところでございます。 220 

 それから、手数料等の国に納める金額ということでございますが、消費税法第 221 

60条第６項に、一般会計の事業については課税標準額に対する消費税額と控除 222 
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することができる消費税額とを同額とみなすという規定がありまして、納税は 223 

発生しないということでございます。 224 

 それから、一般会計の歳出における支払い額ということでございますが、一般 225 

会計における歳出への影響ということで12月議会でもお答えをしておりますが、 226 

総額で１億円程度になるということで試算をしております。ただ、この部分に 227 

ついては補助金や起債の該当になるものも含んでおりますので、全てが一般財 228 

源ということではないと考えております。 229 

 続きまして、これ以外の消費税が関連する要素があるかということでございま 230 

すが、私どもがわかる範囲では特にないと考えております。 231 

 それから、社会保障の充実、安定化に充てる増収分はということでございます 232 

が、さきにお答えしたとおり、地方消費税交付金は増額分が全て普通交付税の 233 

基準財政収入額に算入されることから、実質的な増にはならないと考えており 234 

ます。一方、基準財政需要額には消費税、地方消費税率の引き上げに伴う社会 235 

保障の充実分等の地方負担額については100パーセント算入するというふうに 236 

されておりまして、制度の拡充分として基準財政需要額に見込んでいるもので 237 

ございます。 238 

 それから、社会保障の充実、安定化の具体的内容ということでございます。国 239 

では、26年度のこの部分の内容といたしましては、少子化対策分野における待 240 

機児童解消加速化プランの推進等の保育緊急確保事業、それから医療、介護分 241 

野における国民健康保険等の低所得者の保険料軽減制度の拡充などの措置を講 242 

じることとしており、これに係る地方負担額について地方財政措置が講じられ 243 

るとされているところであります。滝川市においては、当初予算において後期 244 

高齢者医療制度の軽減制度の拡充を見込んでいるところですし、地方税法の関 245 

係上、当初予算には計上されておりませんけれども、国民健康保険税の軽減拡 246 

充も今後提案をさせていただくということで進めているところでございます。 247 

 最後に、消費税率の改定の増減収の構成はということでございますけれども、 248 

単純に計算式でお示しをして、こういう金額ですということをお示しするのは 249 

非常に難しいと考えております。その理由でございますが、１つは、さきにお 250 

答えしましたとおり社会保障の充実、安定化にかかわる分については地方負担 251 

額がそのまま普通交付税の基準財政需要額に算入される仕組みにあるというこ 252 

とでございます。次に、歳出で支払っている消費税率の改定の増分、これがど 253 

うなるかということでございますけれども、こちらについても先ほど申し上げ 254 

ました総務省からの通知の中で消費税率の引き上げに伴う歳出の増につきまし 255 

ては国の歳出と歩調を合わせて、平成26年度の地方財政計画に計上するとされ 256 

ており、一定程度交付税に反映されているものと考えております。 257 

 消費税関係については以上でございます。 258 

 続きまして、三セクの部分でございますけれども、平成26年度の予算におきま 259 

しては第三セクターから購入する財産というのは予算計上しておりません。 260 

小畑副主幹 ただいまご質疑いただきました嘱託、臨時職員の報酬、賃金の関係で前年度と 261 

違う点についてお答えいたします。 262 

 まず、臨時職員につきましては、最低賃金の改正を踏まえまして、単価の低い 263 

ところを中心に５円のアップを予定しております。例えば事務補助でいきます 264 

と、時間単価は今現在755円ですけれども、760円へのアップを予定しておりま 265 

す。それから、嘱託職員につきましても、時間単価の低いところを見直しを何 266 
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年かかけてやってきておりますけれども、その関係で全員ということではない 267 

ですけれども、例えば事務職員でありますと1,800円程度上がるものがございま 268 

す。また、学校給食の関係では2,800円程度上がるというものがございます。 269 

 それから、障がい者雇用の関係です。前年度と違う点ということですけれども、 270 

障がい者雇用の人数については平成25年度、11名、平成26年度も11名で、変わ 271 

らずということで予定をしております。 272 

清  水 ３点目、地方負担分が基準財政需要額に反映されると、これについては後期高 273 

齢者医療制度あるいは国保の保険料軽減分については明確にされているという 274 

ことですが、歳出で払う消費税分の約１億円についてはまだ明確ではないと、 275 

普通交付税か特別交付税かわかりませんが、まだ明確に示されているわけでは 276 

ないというご答弁だったと思うのですが、これは１億円があるとすればどの程 277 

度まで交付税で措置されるという見込みを持っているのか、１点だけ伺います。 278 

堀副主幹 今ほどの質疑でありますが、地財計画の中には歳出の増による分については具 279 

体的な数値は示されておりません。地財計画の中で地方交付税の総額は対前年 280 

比マイナス1.0パーセントとされているところでありまして、現段階といいます 281 

か、予算作成時点ではその中で交付税総額を見込んでいるということになりま 282 

す。 283 

委 員 長 他に質疑ございますか。 284 

（なしの声あり） 285 

委 員 長 質疑なしと認めます。以上で総括の質疑を終結いたします。 286 

 それでは、款別の審査に入ります。 287 

 議会費 288 

委 員 長 議会費の説明を求めます。 289 

菊井事務局長 （議会費について説明する。） 290 

委 員 長 説明が終わりました。 291 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 292 

（なしの声あり） 293 

委 員 長 質疑なしと認めます。 294 

 以上で議会費の質疑を終結いたします。 295 

 総務費、消防費、公債費、諸支出金、職員費、予備費 296 

委 員 長 それでは、総務費、消防費、公債費、諸支出金、職員費、予備費を一括して説 297 

明を求めます。 298 

山﨑部長 （総務費のうち総務部が所管する部分、一部他部所管の部分も含めて増減の主 299 

なものについて説明する。消防費、公債費、諸支出金、職員費、予備費につい 300 

て増減の主なものなどを説明する。） 301 

樋郡部長 （総務費のうち市民生活部に関連する予算について説明する。） 302 

委 員 長 説明が終わりました。 303 

 これより関連議案第19号及び第21号を含めて一括質疑に入ります。質疑ござい 304 

ますか。 305 

木  下 ６件ほど質疑したいと思います。 306 

 63ページです。ストックマネジメントの推進に要する経費518万2,000円、この 307 

内訳をお聞きします。 308 

 それと、65ページです。コミュニティ推進事業補助金、平成25年は45万2,000 309 

円だったのですけれども、ことしは22万円に減少になった理由。 310 
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 それから、同じく65ページ、その他諸費122万6,000円の内訳。 311 

 それと、先ほど部長が言いましたけれども、67ページ、まちづくりセンターに 312 

要する経費のうち、町内会等活動促進事業補助金、去年は100万円だったのです 313 

けれども、平成26年は50万円と半分に減ったのですけれども、実績減と言って 314 

いますけれども、この内容をお聞きします。 315 

 あと、前後しましたけれども、57ページ、庶務事務に要する経費のうち、その 316 

他諸費1,715万3,000円の内訳です。 317 

 それと、職員費の中でちょっとお聞きしたいのですけれども、平成26年度は職 318 

員をチャレンジ枠で採用しますよね。そのチャレンジ枠の採用方法です。どう 319 

いう方法でしようとしているのかお聞きします。 320 

 この６件でございます。よろしくお願いします。 321 

委 員 長 答弁を求めます。 322 

高橋主査 １点目のストックマネジメントの推進に要する経費の内訳についてでございま 323 

すが、内訳としては公共施設の長寿命化策定委託料400万円、２点目としてコミ 324 

ュニティ施設関連のワークショップを今年度から実施しますが、それに要する 325 

経費としてアドバイザーの報償費及び旅費として38万6,000円、公共施設マネジ 326 

メントに関するパンフレット等作成、配布に要する経費として印刷製本費及び 327 

広報折り込み手数料として32万1,000円、その他旅費47万5,000円の計518万 328 

2,000円を計上しているところです。 329 

横山副主幹 コミュニティ施設の関係の質疑が２つございましたので、それにお答えしたい 330 

と思います。 331 

 １つは、コミュニティ推進事業補助金の関係で減額になっている要因はという 332 

ことでしたが、東滝川の東栄小学校跡を東滝川地区福祉体育館ということで昨 333 

年度は補助金を交付しましたが、東滝川の転作研修センターの体育室の完成に 334 

伴いましてこれを廃止いたしましたので、この分が減になっているということ 335 

でございます。その他については、変更はございません。 336 

 それから、２点目、その他諸費でございますけれども、主なものということで 337 

申し上げますけれども、まず消火器の購入に伴うもの等の消耗品で14万2,000 338 

円、それから施設の修繕料で50万円、それから手数料ということで18万1,000 339 

円、それからストーブの購入等で40万円と、これら合計いたしまして122万6,000 340 

円の計上でございます。 341 

工藤所長 それでは、67ページ、まちづくりセンターに要する経費の中の町内会等活動促 342 

進事業補助金の減額の理由でございますけれども、ご存じのとおり、この補助 343 

金につきましては一昨年、未来へつなぐ市民税１％事業補助金の一部見直しに 344 

伴いまして、新たに昨年度から創設された補助金でございます。町内会等の利 345 

用を見込み、昨年度は100万円を計上いたしましたけれども、実績といたしまし 346 

て本年度は１件の申請でございました。補助額が大きく予算を下回ったことか 347 

ら、来年度につきましてはこの実績等を踏まえ、また制度の普及や町内会から 348 

の問い合わせ、相談等も考慮した中で50万円を計上したところでございます。 349 

小畑副主幹 ただいまご質疑いただきましたチャレンジ枠の試験の方法についてお答えいた 350 

します。 351 

 平成24年度からチャレンジ枠ということで平成24年、平成25年度と続けてまい 352 

りましたが、平成26年度におきましても同様の試験を予定したいと考えており 353 

ます。試験の手法につきましては、社会人向けの基礎学力試験、それから性格 354 
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等の適性試験といいますか、そういったものとグループ討議ですとか、あるい 355 

は集団面接、個別面接というようなものを組み合わせて採用のほうに進めてい 356 

くということで、これまでも進めてきておりますが、26年度も同様の内容を予 357 

定しております。 358 

田中課長 庶務事務の1,715万3,000円の内訳ですけれども、若干整理に時間を要します。 359 

少々お待ちください。 360 

委 員 長 答弁調整のため10分間休憩をいたします。再開を11時10分といたします。 361 

休  憩 １１：０２ 362 

再  開 １１：１２ 363 

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 364 

 先に申し上げておきます。議案の説明等で何パーセントという部分については、 365 

先日の議運で説明を行わないという確認をしていますので、その点は説明員の 366 

方はご留意をいただきたいと思います。 367 

 それでは、答弁を求めます。 368 

橋本室長 お時間をいただきまして、大変申しわけございませんでした。先ほどの庶務事 369 

務に要する経費のその他諸費ということで1,715万3,000円の主な内訳というこ 370 

とでご説明をさせていただきたいと思います。 371 

 まず、１点目としまして消耗品費、これは主に庁舎内のコピー用紙とか、あと 372 

印刷に係るインクですとか、そういった消耗品費が主なものでございます。そ 373 

れが476万8,000円。２点目に委託料が485万3,000円ということで、これにつき 374 

ましては例規集の管理の委託、更新の委託料ですとか、あと機密文書の処理の 375 

経費とか、そういったものの委託料を含んでおります。あと、印刷センターの 376 

委託というのも入っております。最後に使用料、賃借料、これは405万3,000円 377 

です。それにつきましては、複合機、コピーですとかプリンターの、これは庁 378 

内で一括して契約しておりますが、それの使用料と、あと例規システムの入れ 379 

かえに伴う使用料の増分ということで、これで大体1,367万4,000円ということ 380 

で、残りはもろもろ足し上げた経費ということになります。 381 

木  下 もう一点だけ質疑させてください。 382 

 ページ数は129ページ、防災費の関係です。防災用品の備蓄の拡大についてとい 383 

うことで、新年度北海道市町村振興協会の特別支援活動を活用して避難所に必 384 

要な発電機とか日常生活用品、石油ストーブなんかの備蓄計画をしていますけ 385 

れども、26年度末での備蓄計画に対する充足率及び備蓄計画達成年度の見通し 386 

について伺います。 387 

尾崎副主幹 ただいまの木下委員のご質疑についてお答えをいたします。 388 

 防災備蓄品の備蓄の状況でございますけれども、今現在４割程度進んでおりま 389 

して、最終的に備蓄品100パーセント達成につきましては平成32年度を見込んで 390 

おります。 391 

委 員 長     他に質疑ございますか。 392 

清  水 それでは、まず57ページ、社会保障・税番号制度システム整備委託料、いわゆ 393 

るマイナンバー制度ですが、扱う情報の種類、またアクセス更新は税務関係所 394 

管が行うのか、また閲覧できる職員の範囲は、また市以外、国や道の機関もこ 395 

れを見ることができるのか伺います。 396 

 63ページ、高濃度ＰＣＢ汚染物廃棄処理委託料8,385万9,000円で、①どこに保 397 

管しているのか、②どのようなもの、品種や重量など、③どこで処理するのか、 398 
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④これで終了か、でなければ今後必要な費用と時間について伺います。 399 

 同じ63ページで公共施設長寿命化計画策定委託料400万円について、①対象施設、 400 

②発注先選定の条件はどのような実績があるところか、また市内業者も可能性 401 

があるところがあるのか。 402 

 65ページ、空家等危険防止補修工事で具体的にどの家屋ということが答弁でき 403 

るのであれば、特定をしていただきたい。でなければ、何町とか、あるいはそ 404 

の箇所数、またどのようなどこまで踏み込んだ補修をするのかということをお 405 

伺いいたします。 406 

 67ページ、街路灯設置費補助金で、市が設置した250ワット等のハイウエイ灯、 407 

水銀灯で町内会が管理しているのは、①何カ所残っているか、②ＬＥＤへの切 408 

りかえは２万5,000円が限度ですが、250ワットに対して40とかは最低必要なの 409 

ですが、これだと２万5,000円の枠を大きくオーバーするのです。その点で１カ 410 

所に対して２灯のＬＥＤ灯設置というのは補助許可は可能か、③残ったハイウ 411 

エイ灯の柱の撤去は順次予算化されているのか、土木費に関係するのであれば、 412 

土木費で答弁をいただければ結構です。 413 

 街路灯維持費補助金ですが、前年度より272万円増ですが、この内訳は北電の値 414 

上げ分を幾ら見込んでいるか、またＬＥＤ化による省電力をどれだけ見込んで 415 

いるか。 416 

 71ページ、中空知広域圏戸籍システム共同運用に要する経費は2,795万9,000円 417 

ですが、①これに対する関係市町からの歳入総額、②その他の歳入があれば、 418 

③これに係る人件費総額、④共同運用の会計監査は誰が行うのか、⑤戸籍デー 419 

タのやりとりの媒体は何か伺います。 420 

 151ページ、地方債償還金利子の利率で最大から３位までの①利率、②起債時期 421 

と償還終了時期を伺います。 422 

 同じ151ページで一時借入金運用金利子366万2,000円ですが、①金融機関の利子、 423 

他会計基金の運用での利子をどの程度見込んでいるのか。予算書で最大60億円 424 

という限度額を設けておりますが、伺います。②金融機関から一時借り入れを 425 

行うときに手数料もかかると思いますが、１件当たり幾らか、③その他利子や 426 

手数料以外の項目があれば伺います。 427 

 67ページに戻りますが、総合福祉センター廃止に要する経費が計上されており 428 

ますが、廃止後の管理について、①解体までの利用は倉庫的なものか、あるい 429 

は全く使用しないということか、②駐車場として福祉センターの前の部分は継 430 

続して使われる予定か、③駐車場の除排雪はこれまで同様行われるのか。 431 

 総合福祉センター廃止による市の年間維持管理費収支、歳入もありますから、 432 

収支の改善額は幾らか。 433 

 67ページ、まちづくりセンターは総合福祉センターの廃止で稼働率が高まると 434 

思われますが、24年度、25年度実績と26年度のおおよその見込みということで 435 

伺います。また、室ごとの稼働率の特徴についても伺います。 436 

 議案第19号についてですが、第２条と第11条で伺います。第２条第４号で、そ 437 

の他暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者は警察その他関係機関で確 438 

認されると思いますが、第11条の第２項で暴力団員であるかどうかを確認する 439 

ことができるとしています。この項は、暴力団員だけを対象としているのか、 440 

または暴力団員と密接な関係を有する者も対象としているのか伺います。２点 441 

目、条例化で変わることということで、暴力団対策は条例化前から要綱などで 442 
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実施をしていると思います。条例の内容で要綱の内容から前進、追加されてい 443 

る主なものについて伺います。 444 

 議案第21号についてですが、まず統一的な考え方として料金改定条件は、①現 445 

行料金割る1.05掛ける1.08で10円未満四捨五入、②今回は転嫁分だけの改定と 446 

するということで全て統一がされているのか、例外はないのか伺います。次に、 447 

第22条の廃棄物の資源化・再利用の促進及び適正処理に関する条例部分で第28 448 

条の第１号、一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料、１件につき6,500円などは 449 

改定対象になっていませんが、国で定めているからかを確認します。さらに、 450 

２点目として、手数料または費用の減免として第30条第２項で第１号生活保護、 451 

第２号70歳以上の単身者、第３号母子家庭、第４号市長が特に認めたものが対 452 

象になっていますが、消費税増税が低所得者に特に厳しいことを配慮するなら、 453 

減免対象を広げて、障がい、難病、高齢世帯、要介護者なども対象とする検討 454 

をされたか伺います。議案の第１条のコミュニティセンター条例部分について 455 

は、暖房料金１時間当たり80円を90円にしているという事例があります。これ 456 

は、80割る1.05掛ける1.08は82.3円で、80円と据え置くべきところではないの 457 

か、厚生常任委員会資料、いろんな資料では税の転嫁分のみを今回は料金改定 458 

にするのと矛盾するのではないかと思いますが伺います。 459 

田上室長 ご質疑のありました社会保障・税番号制度システム整備委託料についてお答え 460 

いたします。 461 

 平成26年度は社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度の開始である 462 

平成27年10月の番号通知等のためのシステム改修を行う準備の年となります。 463 

番号通知後につきましては、平成29年７月からマイナンバー法で規定されてい 464 

る業務の情報連携が始まり、制度が規定している運用が開始される予定です。 465 

ご質疑の扱う情報、この中を流れる情報ということだと思うのですが、これに 466 

つきましては各業務の情報連携開始後の平成29年７月からシステムを介して連 467 

携した情報を扱います。情報連携が開始されますと、マイナンバー法で利用範 468 

囲が定められている業務について国が整備します情報提供ネットワークを介し 469 

て照会及び提供することとなりますので、法律に記載のある事務、例えば健康 470 

保険法ですとか児童福祉法、地方税法などの事務で省令で定められているもの 471 

が該当となるということになります。 472 

 また、アクセス更新ということだったのですが、データを参照ということでよ 473 

ろしいでしょうか、基本的にはどこかにまとまってデータが固まってあるとい 474 

うわけではなく、各団体がネットワークを介してデータを引いてくるというの 475 

がこの仕組みとなりますので、データを取得するということについてちょっと 476 

説明をさせていただきます。このアクセスにつきましては、市民の皆さんに通 477 

知された個人番号をもとに情報提供ネットワークシステムを介しまして各業務 478 

が１件ずつ参照することになります。情報提供ネットワークシステム内の参照 479 

記録はログとして記録されまして、記録された本人であれば自分の個人情報な 480 

どがどのように参照されたか確認ができるようになっております。閲覧の範囲 481 

といたしましては、番号法で規定されている事務の範囲内の中で許可されたも 482 

のということになっております。 483 

松本主査 質疑のございました高濃度ＰＣＢ廃棄処理につきましては、北海道ポリ塩化ビ 484 

フェニル廃棄物処理実施計画に基づき、処理対象物となっているＰＣＢ汚染物 485 

等のうち、各施設から回収し、庁舎地下の発電機室で保管しております。内訳 486 
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としましては、蛍光灯用、水銀灯用、ナトリウム灯用等の照明器具用の高濃度 487 

のＰＣＢの安定器、計910台、2,734キログラムを日本環境安全事業株式会社、 488 

通称ＪＥＳＣＯの室蘭市にあります北海道事業所において処理したいとするも 489 

のであります。ＪＥＳＣＯは、国の監督のもと全国５カ所にＰＣＢ廃棄物処理 490 

施設を設置し、高濃度のＰＣＢ専門の処理を行う事業所であります。なお、Ｊ 491 

ＥＳＣＯのＰＣＢ廃棄物の処理料金は、全国一律で設定されております。当市 492 

のＰＣＢ廃棄物の処理における経過と、今後の計画といたしましては、平成23 493 

年度にトランスとコンデンサーの高濃度ＰＣＢ使用機器の処理が既に完了して 494 

おり、平成26年度におきましては高濃度ＰＣＢの蛍光灯の安定器の処理に関す 495 

る費用を今回のように計上しておりまして、その後に微量のＰＣＢのトランス 496 

とコンデンサーの処理を考えております。微量ＰＣＢ汚染物の現時点の量です 497 

けれども、トランスとコンデンサーを合わせまして21台、合計6,437キログラム 498 

の存在を把握しております。各施設の微量のＰＣＢのトランスとコンデンサー 499 

につきましては、平成25年度からＰＣＢが含まれる可能性の高い機器の調査を 500 

実施しており、平成26年度においても調査の実施を予定しております。なお、 501 

微量ＰＣＢの処理につきましては、都道府県の許可及び環境省の認定を受けた 502 

民間業者が処理を実施することとされており、道内ではＪＸ金属苫小牧ケミカ 503 

ル株式会社が処理施設として現在環境省の認定を得るために申請中の段階であ 504 

ります。処理施設の稼働時期と、処理金額等の詳細については明らかにされて 505 

おりませんが、ＪＥＳＣＯの高濃度ＰＣＢの安定器の処理単価が１キログラム 506 

当たり３万240円に対し、微量ＰＣＢの処理単価は１キログラム当たり数千円程 507 

度と想定されます。これらのＰＣＢ廃棄物については、法律の定めに従い、適 508 

正に処理を進めてまいります。 509 

高橋主査 長寿命化計画策定委託料につきましてですが、１つ目の対象施設につきまして 510 

は基本的にはマネジメント計画対象施設を基本としておりますが、未利用暫定 511 

施設を除いたり、例えばテニスコートの管理棟などが計画対象になっています 512 

けれども、これは長寿命化が必要かどうか、また今回学校施設を対象にするか 513 

どうかといったことを今後精査した上で対象施設を固めていきたいと思ってお 514 

ります。 515 

 発注先の条件につきましては、施設の現状を調査していただいた上で市の中長 516 

期の財政状況を考慮して施設の改修の優先順位を定めていくような作業を行っ 517 

ていただくことを想定しておりまして、想定されるのは建設系のコンサルです 518 

とか建築の設計事業者などを想定しておりまして、市内事業者でも可能ではな 519 

いかと考えているところです。 520 

原田副主幹 空家等危険防止補修工事の内容についてお答えします。 521 

 所有者との話し合いを進める中で、所有者みずからが措置を講じない、または 522 

講じることができないケースで早急に危険回避をする必要があると判断した場 523 

合には、民法の事務管理規定により必要最小限の危険回避措置をとることがで 524 

きるとされています。この危険回避措置による工事費としまして83万3,000円を 525 

新たに計上したものです。現在危険空き家として認定しているもののうち、建 526 

物自体の危険度ですとか周辺環境の状況を総合的に見て優先順位をつけ、何か 527 

しら手当てが必要だと思われる３件分の工事費を見ています。物件を特定する 528 

個別具体例というのは挙げられませんけれども、工事の内容につきましては、 529 

一部倒壊している部分を集積というか、寄せ集めて飛散防止ネット等で覆って 530 



 

- 13 - 

 

しまうという工事を２件、あと隣の敷地内に倒れかかった建物部分を補修する 531 

工事の３件を予定しています。 532 

横山副主幹 街路灯設置費補助金の関係でございます。この中で小さく３つございました。 533 

１つ目は、ハイウエー灯は何灯残っているかというご質疑でございましたが、 534 

申しわけございませんけれども、ハイウエー灯の灯数ということでは市として 535 

は把握しておりません。なお、ハイウエー灯が主体となっております250ワット 536 

の灯数ということでご紹介させていただきますと、現在98灯ということで把握 537 

をさせていただいております。 538 

 ＬＥＤへの切りかえに関するご質疑でございますけれども、あくまでも市が補 539 

助しておりますのは１本の電柱等に対しまして１灯ということとしておりまし 540 

て、１本の電柱等に２灯つけるから２灯分補助するという制度にはなってござ 541 

いません。ご了解願いたいと思います。 542 

 撤去の関係でございます。これにつきましては、規則上定めております上限２ 543 

万5,000円として、必要数を順次適正に予算化していると認識しております。 544 

 それから、街路灯維持費補助金の関係でございますけれども、切りかえにより 545 

ます節減の見込み額といたしまして933灯分、補助金額として134万円、電気代 546 

としては167万円程度ですが、これを見込んでおりますので、差し引きますと北 547 

電の値上げ試算分は406万円となります。 548 

杉原主幹 中空知広域圏戸籍システム共同運用に要する経費についてですが、まず１点目、 549 

他市町からの歳入総額ですが、2,353万3,000円となっております。 550 

 ２点目、その他の歳入でございますが、共同運用に対する国からの財源措置に 551 

ついてはございませんが、戸籍事務の電算化に要する経費といたしまして、滝 552 

川市としては普通交付税で約940万円が単位費用積算されているところでござ 553 

います。 554 

 ３点目、これに係る人件費についてですが、主にサーバー等の管理になってし 555 

まいますことから、総務管理費、一般管理費の職員費、情報化推進室職員の人 556 

件費の中に含まれております。その内訳なのですが、滝川市の平均人件費895 557 

万8,000円、これを１時間単価に直しますと約4,719円ということで、その情報 558 

化推進室の職員が共同運用に従事する時間、年間で336時間と積算しております。 559 

このことから、大体年間で約160万円程度、この金額が共同運用に要する人件費 560 

となっておりまして、こちらについては10市町で均等割するような形となって 561 

おります。 562 

 それから、４点目、共同運用の会計監査ということですが、こちらにつきまし 563 

ては平成24年９月の定例会において議決いただきました電子情報処理組織によ 564 

る戸籍等事務に関する事務の委託に関する規約の第６条において決算の場合の 565 

措置が記されておりまして、滝川市長は地方自治法第233条第６項の規定により 566 

決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を各市 567 

町に通知するものとされているところでございます。 568 

 ５点目、戸籍データのやりとりの媒体ということですが、平成24年度までは戸 569 

籍データの副本を媒体で法務局に提出しておりましたが、昨年のシステム稼働 570 

と同時に法務省の副本データ管理システムというものも稼働しておりまして、 571 

日々のデータにつきましては法務省にＬＧＷＡＮを通じてバックアップデータ 572 

として送信されていることから、現在媒体として使用しておりますのは滝川市 573 

のサーバーを置いているところで日々バックアップをとっているもののみとな 574 
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っております。 575 

万年主査 地方債の償還金利子の関係ですけれども、最大のものは4.85パーセントで、こ 576 

れの借り入れ時期につきましては昭和63年で、終了は平成30年の予定となって 577 

おります。続きまして、２番目につきましては4.80パーセント、これにつきま 578 

しては昭和62年に借り入れしたもので、平成29年に終了する予定です。３番目 579 

につきましては4.60パーセント、これは昭和61年に借り入れしたもので、平成 580 

28年終了と予定されております。 581 

法島主任級主事 一時借入金運用金利子についてのご質疑について答弁申し上げます。 582 

 金融機関からの一時借入金利子についてですが、366万2,000円のうち、金融機 583 

関からの一時借入金の利子を305万1,000円、基金運用利子を61万1,000円で見込 584 

んでおります。次に、一時借り入れを行う際の手数料についてですが、これに 585 

ついては発生しておりません。また、その他利子や手数料以外の費用について 586 

ですが、これについても発生しておりません。 587 

高橋課長 総合福祉センターの廃止後の管理ということでございますけれども、まず平成 588 

26年に入りまして総合福祉センターを整理するということがございますので、 589 

その期間が若干とられると思いますが、それ以後につきましては今のところ原 590 

則土地、建物を含めて不使用と考えております。 591 

竹谷課長 総合福祉センター廃止による市の年間維持管理費収支の改善額はというご質疑 592 

でございますが、予算書の66ページ、８目福祉会館費のところをごらんいただ 593 

きたいと思います。まず、総合福祉センターにつきましては指定管理施設でご 594 

ざいますので、使用料等の歳入につきましては指定管理者が収入としますので、 595 

市の予算書の中には計上はしてございません。ただ、行政財産使用料というこ 596 

とで、事務所を持っている団体につきましては137万4,000円ということで収入 597 

になってございます。実際平成25年度につきましては、記載のとおり1,551万 598 

9,000円、主に指定管理代行負担金ではございますが、この金額が今後かからな 599 

くなるということでございます。また、26年度につきましては、総合福祉セン 600 

ターの廃止に伴う経費が記載の761万8,000円かかってございます。 601 

委 員 長 財政課長、駐車場の除排雪の関係は。 602 

高橋課長 土地、建物を含めて不使用ということでございまして、駐車場としての利用と 603 

いうのは今のところ当面考えてはおりません。 604 

工藤所長 まちづくりセンターの実績と今後の見込み、部屋ごとの稼働率の特徴というこ 605 

とでございますけれども、まず24年度の稼働率でございますけれども、全体的 606 

な部屋で17.8％、25年度、今年度２月末でございますけれども、21％、26年度 607 

の見込みということでございますけれども、既に総合福祉センターの廃止が昨 608 

年示されていた関係で、既に団体のほうにつきましてはこちらのほうに移行し 609 

てきているという状況です。また、今後におきましては、単発での利用がふえ 610 

てくるかなと考えております。また、部屋ごとの稼働率の特徴でございますけ 611 

れども、まちづくりセンターは調理ができる部屋を含めまして４つの貸し室が 612 

ございますけれども、そのうち一番利用が多いというのが小会議室、約20名ぐ 613 

らいの部屋ですけれども、こちらのほうが稼働率34％ということで一番多くな 614 

っている状況でございます。 615 

横山副主幹 それでは、議案関連の暴力団の関係の質疑２つにお答えしたいと思います。１ 616 

点目でございますけれども、条例の第２条第４号の中の暴力団関係事業者の関 617 

係でございます。条例につきましては、暴力団関係事業者に対しましては、第 618 
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７条におきまして暴力団員と同様に入札に参加させないというような措置を講 619 

ずる対象としております。したがいまして、当然のことながら暴力団関係事業 620 

者に対しましても警察への照会の対象となりますけれども、暴力団関係の事業 621 

者につきましては個人ではなく法人に関する情報と捉えておりますので、ご指 622 

摘のありました第11条第２項の規定によらず、個人情報保護条例による制約に 623 

縛られることなく情報の確認ができると考えてございます。 624 

 それから、市の暴力団対策は既に実施しているところでございます。今回の条 625 

例制定によりまして、大きく市の事務事業、それから公の施設からの暴力団の 626 

排除を講じていくということになりますけれども、これらにつきましては既に 627 

市として実施済みの部分もございます。前進、追加ということで申しますと、 628 

事務事業からの排除では従来建設工事に係る請負契約の約款において排除の対 629 

象としていたものを委託、それから物品購入等の契約も含む全契約を初め、事 630 

務事業全般に適用を広げたいとするものでございます。また、公の施設からの 631 

排除では、現在も使用許可に係る審査基準というものを各施設で持っておりま 632 

して、その中には暴力団及び暴力団員の利益になると認められるときは許可し 633 

ないという基準がございましたけれども、条例に基づいて許可しないというこ 634 

とで、毅然とした対応がよりとりやすくなるということがございます。さらに、 635 

３点目の前進といたしまして、事務事業等、公の施設に共通するのですけれど 636 

も、議決をいただきましたならば、この３月31日に滝川警察署と協定書を取り 637 

交わす予定をしております。また、内部的には、警察への照会事務マニュアル 638 

というものを作成し、内部周知を予定しております。これによりまして、照会 639 

のための様式が定まると、今までなかったものが定まります。それから、くら 640 

し支援課を照会窓口とすることによりまして各所属における取り扱いを一本化 641 

して、全庁体制で暴力団排除に取り組むことができるようになると考えてござ 642 

います。 643 

高橋課長 私のほうから議案第21号に関連するご質疑についてお答えをさせていただきた 644 

いと思います。 645 

 まず、料金改定の条件として全て統一をしているのかというご質疑でございま 646 

すけれども、今回消費税率の改定に伴って転嫁が必要な料金については全て料 647 

金改定をしているということでございます。各常任委員会にご説明をしたとお 648 

りでございますけれども、料金改定を行わないものとしては料金を政令や道の 649 

基準に準じて設定しているものや各種証明手数料など料金の積算費用の根拠と 650 

なっている費用のほとんどが人件費であるもの、これらについては消費税の転 651 

嫁が必要ないと判断をしております。それから、改定後の料金の積算方法です 652 

が、条例で消費税率を用いているものについては四捨五入ではなく、消費税額 653 

及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を 654 

加えた額という文章で示しているところでございます。 655 

 それから、第１条のコミュニティセンター条例の部分でございますが、暖房料 656 

につきまして１時間当たりの料金についてのご質疑でございます。コミュニテ 657 

ィ施設の暖房料につきましては基本室料の４分の１ということで決めていると 658 

ころでございまして、今回も同様の取り扱いとしているところでございます。 659 

コミュニティセンター条例で申し上げますと、集会室については暖房料も室料 660 

と同じ表の中に金額がうたわれております。ただ、体育施設等については金額 661 

が表の中に含まれておりませんので、備考の中で暖房を利用するときは室料等 662 
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の額に４分の１を乗じて得た額の暖房料金を室料金に加算する。算定した利用 663 

料金の上限額に10円未満の端数が生じたときは、その端数の額が１円未満の場 664 

合はこれを切り捨て、１円以上の場合はこれを切り上げるという形にしており 665 

ますので、これらと整合をとっているという状況でございます。 666 

原田副主幹 議案第21号に関連しまして私のほうから２点お答えします。 667 

 まず、１点目、一般廃棄物処理業等の許可申請手数料についてです。一般廃棄 668 

物収集運搬業許可申請手数料につきましては、国が定めた金額というものはな 669 

く、各市町村が条例で定めています。この手数料が改定対象とならなかったの 670 

は、先ほど財政課から答弁ありましたように、この手数料の積算根拠が審査等 671 

の処理に係る人件費が大半のものであることから除外したものです。 672 

 次に、ごみ処理手数料の減免対象を広げる検討をしたかというご質疑ですが、 673 

この減免制度は非課税世帯や所得税が均等割以下の母子世帯等に特に配慮した 674 

ものであります。対象範囲の拡大につきましては、検討はいたしましたが、こ 675 

の制度の基準はごみ手数料だけではなく、上下水道やし尿処理手数料などのほ 676 

かの制度にも準用していることから、財政的な影響も考えればごみ処理手数料 677 

だけでは判断できないと判断したところです。 678 

清  水 まず、総務管理費の関係でマイナンバー制度の整備委託料でお聞きをしたいと 679 

思いますが、団体が他の団体の情報を見るということについてはわかったので 680 

すが、私がまずお聞きしたいのは、今回新たに整備をするシステムの中には例 681 

えば国保税の保険料だとか、滞納情報だとか、そういうのは今の庁内ＬＡＮと 682 

いうのですか、例えば税務課が国保、市民課のデータを見たり、あるいは生活 683 

保護の所管が税のデータを見たりするということができるシステムがあります 684 

よね、これにかわって新たなシステムに移行するのかどうかというのをまずお 685 

聞きしたいと思います。 686 

 ２点目は、ＰＣＢで残っているものとして21台、6,437キロというのが数字が出 687 

たのですが、ＪＸ金属で１キログラム３万240円、また数千円という数字も出さ 688 

れましたが、仮に３万240円だとしたら、6,437キロあったら２億円近い、そう 689 

いう費用がさらにまだ処理しなければならないものとして残っているという答 690 

弁で理解をしてよろしいのかを伺います。 691 

 ３点目は、街路灯ですが、ハイウエー灯は１本の北電柱に１灯と、北電柱に２ 692 

つつけるということはだめだというのはわかるのですが、近くに北電柱が２本 693 

あったと、ハイウエー灯１本の切りかえを北電柱２本に切りかえることが可能 694 

かどうかという、そういう気持ちで聞いたのですが、それについて伺います。 695 

 次に、中空知広域圏戸籍システム共同運用ではＬＧＷＡＮを使うということを 696 

お聞きしました。それで、例えばほかの９市町が戸籍情報を変えますと、変え 697 

た情報はＬＧＷＡＮで滝川市のシステムに入ってくるということなのか、これ 698 

を確認をしたいと思います。 699 

 次に、総合福祉センターの駐車場については使用しないと、除雪もしないとい 700 

うことですが、つまり総合福祉センターと保健センターの境目、ここは言って 701 

みれば雪には全く手をつけないのかを確認したい。それと、今ラジオ体操をや 702 

っている東側の玄関先、ここについても一切除排雪等も行わないということか、 703 

確認をしたいと思います。 704 

 次に、条例に関係して、コミュニティ施設関係が４分の１ということでルール 705 

をつくってやっているというのは、これについてはよくわかりました。 706 
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 暴力団の関係ですが、暴力団関係事業者というのは法人ということで捉えてい 707 

るという答弁がありました。それで、この場合に暴力団員と密接な関係を有す 708 

る者が経営を支配しているというものがこの事業者に該当すると思うのですが、 709 

暴力団員と密接な関係を有する者ということで、例えば市民があの人はそうで 710 

ないかとなるとかなり広範囲な方がそれに該当するのではないかということで、 711 

市に問い合わせがあった、あるいは通告があった、相談があったということに 712 

なると、その都度警察に照会をするということになるのかお伺いをします。 713 

委 員 長 答弁は午後からとさせていただき、休憩に入ります。再開は午後１時とします。 714 

休  憩 １２：０１ 715 

再  開 １２：５９ 716 

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 717 

 午前中の清水委員の再質疑に対する答弁を求めます。 718 

田上室長 マイナンバーにつきましてご回答いたします。 719 

 まず、新たなシステムというお話がございましたが、基本的には新たなシステ 720 

ムを導入するものではありません。今のシステムを改修しまして、システム上 721 

にマイナンバーを利用できる仕組みを取り入れるということがまず１つです。 722 

そして、マイナンバーの活用につきましては、法律等で定められている利用者 723 

権限をしっかり遵守する形にもなりますし、既存の住民情報システムにつきま 724 

しても利用ができる範囲というのは必ずそこの業務に携わる人間と限られてお 725 

りますので、それ以外の人間はさわれないようになっております。そちらは、 726 

マイナンバーが導入されましても変わりません。今生活保護のお話がありまし 727 

たが、基本的に生活保護の情報は他の業務では、現在はまだシステムではつな 728 

がっていませんし、今後マイナンバーになってシステム連携したとしても他業 729 

務が見れるようなものではないということになります。 730 

松本主査 ＰＣＢ廃棄物における処理単価についての再質疑でございますが、低濃度とな 731 

る微量ＰＣＢ汚染物のトランスとコンデンサーの現時点で把握している21台、 732 

6,437キログラムについては低濃度の微量ＰＣＢ汚染物となっておりまして、Ｊ 733 

Ｘ金属苫小牧ケミカル株式会社は環境省の認定を得るための申請中であります 734 

ので、処理金額は現在のところ明らかになっておりませんが、北海道以外の処 735 

理施設を参考にいたしますと微量ＰＣＢの処理単価としまして１キログラム当 736 

たり数千円と想定されております。また、処理単価３万240円の金額におきまし 737 

ては、今回計上させていただいております高濃度ＰＣＢの処理のＪＥＳＣＯで 738 

の処理となります高濃度ＰＣＢ安定器の処理単価となっております。高濃度の 739 

ＰＣＢ安定器の処理料金は、全国一律で設定されております。 740 

横山副主幹 街路灯の関係の質疑にお答えしたいと思います。 741 

 ハイウエー灯を撤去しまして北電柱２本につけることはできるかということか 742 

と思いますけれども、制度といたしましては隣接する北電柱２本に１灯ずつと 743 

いうのは補助の対象とはなりません。しかしながら、仮に１灯をまずは切りか 744 

えていただいて、その上で例えば他の同様の地域と比べて暗過ぎるということ 745 

でご相談いただきましたならば、切りかえの制度ではなくて、現地の状況を確 746 

認した上で必要と判断した場合は新設という可能性もあろうかと思います。 747 

 それから、あわせて暴力団の関係のお答えもしたいと思います。この条例に基 748 

づく照会につきましては、あくまでも契約を結ぼうとするときですとか、許認 749 

可をしようとするとき、こういったタイミングで市が間違って暴力団員等と契 750 
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約等をしてしまわないように確認をするというものでございます。したがいま 751 

して、一般生活の中で常に暴力団員をあぶり出すと申しましょうか、暴力団員 752 

ですとか事業者のリストをつくるために常に情報を集め続けるという目的のも 753 

のではございません。したがいまして、仮に隣に住んでいる方が怪しいから、 754 

その都度照会するということは若干異なるのかなと思っております。ご了解い 755 

ただきたいと思います。 756 

杉原主幹 中空知広域圏戸籍システム共同運用の関係でございますが、先ほど私の説明の 757 

中でＬＧＷＡＮということを口に出したのですが、こちらにつきましては法務 758 

省のほうに副本データを送るときに使用しているものでありまして、通常ほか 759 

のまちが滝川市のサーバーにアクセスするときには５市５町のために構築され 760 

たネットワーク、クローズドネットワークと呼んでいますが、ファイアウオー 761 

ル等を設置して戸籍情報を保護するなど、セキュリティーの高いネットワーク 762 

を道内でも実績のある業者にお願いしたところでございます。 763 

高橋課長 総合福祉センターの廃止に絡む除雪の部分でございますけれども、先ほども答 764 

弁いたしましたが、土地、建物については今のところ原則不使用ということで 765 

考えておりますので、冬期間の雪の管理につきましても、公道等の安全確保な 766 

ど周りの状況を確認をしながら最小限で対応していくということで考えており 767 

ます。 768 

清  水 暴力団については、例えば入札に参加をしている、参加をするという情報を得 769 

た段階で暴力団員と密接な関係を有する者が主な経営をしている事業者という 770 

情報が入るということはかなりあり得ることかなと、あるいは委託についても。 771 

私が一番聞きたかったのはそういうときに全て照会をするのかということです。 772 

つまりそこで照会されなければ曖昧なうちに終わるということでもあるし、そ 773 

ういった情報を出していただいた市民に対してはきちんと報告するという流れ 774 

にこの条例がなっているのか、またそれについての総括というか、その都度行 775 

うのか、また半年分とかまとめて行うのかは別として、そういった整理をした 776 

ものは誰に報告をして最終的に適切にこの条例に従ってやられているというよ 777 

うな判断ができるのかということをお伺いしたいと思います。 778 

 それと、ＰＣＢなのですけれども、要するに私が聞きたいのは、今回8,385万円 779 

が全部市の一般財源ということが市の財政に与える影響は多大なわけです。こ 780 

れが残りどれだけかかるのということを聞きたいのです。今までの質疑にこだ 781 

わらず、とりあえず先ほどの六千何百キロということでいえば、数千円を仮に 782 

5,000円と置きかえたら3,000万円ということになるのだけれども、いや、違う 783 

と、それは器具をばらしていって、粗分けをして、最後にその中の例えば6,000 784 

キロのうち300キロ残りましたと、それについて5,000円かかるということなの 785 

か、そういったような説明で結構ですから、お伺いをしたいと思います。 786 

 また、駐車場について、あそこの東側は、長年ラジオ体操の既得権があるわけ 787 

です。そういった配慮はされるのかということでお伺いをしたいと思います。 788 

横山副主幹 暴力団の条例の関係のご質疑でございますが、照会というのは、市民の方が契 789 

約を結んでいる事業者が暴力団関係事業者ではないかというような情報があり 790 

ましたら、当然のことながらその都度照会するという格好になろうかと思いま 791 

す。所管課からくらし支援課のほうに情報をいただきまして、私どものほうか 792 

ら警察に照会をすると、それを所管にフィードバックするということになりま 793 

すが、１点だけ、それを例えば市民の方が通報していただいたとしても、その 794 
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中が暴力団であったとかないですというのは残念ながら個人情報の観点からお 795 

返しできないと、フィートバックできないということはあろうかと思います。 796 

田中課長 ＰＣＢの関係にお答えいたします。 797 

 先ほど来ご答弁申し上げておりますけれども、まずＰＣＢの処理ですけれども、 798 

基本的に我々が手をつけるということはありません。そのものをそっくりその 799 

まま運んでいってもらって、国の認定を受けた業者が処分するということにな 800 

ります。ただ、先ほどから清水委員もご心配されております財源の問題、我々 801 

も非常にこれを危惧しておりまして、市長会のほうにもずっと要望を上げてお 802 

ります。これは滝川だけの問題でなく、全国的な問題です。財源対策を国に要 803 

望しております。引き続き、26年度の全道市長会の要望にも取り上げておりま 804 

すし、全国市長会のほうでも提言という形でまとめておりますので、財源対策 805 

については引き続き声を上げていくということでございます。 806 

高橋課長 総合福祉センターの廃止についてでございますが、考え方は今まで答弁したと 807 

おりでございますけれども、冬期の利用状況について把握をするというか、利 808 

用している団体についてこのような状況になるということはお知らせをして、 809 

お話をお伺いすることについてやぶさかではないと考えております。 810 

委 員 長     他に質疑ございますか。 811 

田  村 それでは、二、三点お伺いしますが、57ページ、一番下に事務用パソコン等賃 812 

借料とあるのですが、これは業者の選定とか、あるいは何台ぐらいのパソコン 813 

なのか、そしてこれは随意契約なのか、入札をするのか。 814 

 次が65ページ、下から２行目、コミュニティ施設管理代行負担金、この負担金 815 

は各館によってまちまちというのはわかるのですが、各館の委託内容、経営内 816 

容も含めてもっともっと見直す問題点がある。私もこれについてはコミュニテ 817 

ィ会議で何回か言っているのですが、改善されていないということで、わずか 818 

12館のことですから、よく検討して不公平がないようにしてほしいと思います 819 

が、その件についてどのようにお考えでしょうか。 820 

 次は、69ページ、これも下から２番目の土地評価鑑定等委託料ですが、どこの 821 

鑑定士を使われて、これは土地評価ですから３年に１度ですが、どの辺の土地 822 

を鑑定されているのか。 823 

 それと、最後になりますが、暴力団関係、議案第19号関連になりますが、協定 824 

を結んだから大丈夫だというものではないのです。滝川市もいろいろ事件に巻 825 

き込まれました。そういう教訓を十分に踏まえて、例えば警察にこの方は暴力 826 

団ですかと聞いた場合に、足抜けをして５年たっていたらもう暴力団でないで 827 

すと言うのです。だから、この辺の見解をどう見るのかということと、今の暴 828 

力団は表に出てこない。どんどん地下に潜っていっているのです。そういうこ 829 

とから、入札関係、震災のところなんかは特にそうですが、非常に暴力団が資 830 

金源にしているということがあるので、５年たった暴力団の警察署との連携、 831 

これをどのように考えているか。 832 

田上室長 今ご質疑のございました情報化推進事務に要する経費、事務用パソコン等賃借 833 

料についてお答えいたします。 834 

 こちらのパソコンにつきましては、主なものといたしましては平成24年度に導 835 

入したパソコン281台となっております。このほかに、ここの内容といたしまし 836 

てはサーバー等も含まれていますので、経費としてはちょっと多くなっており 837 

ますが、281台分、866万1,240円が含まれております。こちらのパソコンの業者 838 
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決定につきましては、リースについて入札を行っております。リースの入札を 839 

行うために、リース会社がパソコンを購入する会社、こちらを入札に準ずる形 840 

で見積もり合わせを行い、競争原理が働くような形でより安価に導入できるよ 841 

うに進めております。 842 

（「何年ぐらい」と言う声あり） 843 

田上室長 リース期間は５年で組んでおります。 844 

横山副主幹 コミュニティ施設の管理代行負担金の関係のご質疑でございます。12館ござい 845 

ます。12館を12の運営委員会にそれぞれ管理していただいているということで 846 

すけれども、当然のことながら田村委員がおっしゃられたとおりにばらつきの 847 

ある部分はございます。そういった部分で私どもがわかる部分についても、コ 848 

ミュニティ施設運営委員会連絡協議会という会議がございまして、これを年２ 849 

回、３回聞いているのですけれども、こういった中で均質化を図っていく、そ 850 

れから個別に回っていく中でそれぞれ指導といいますか、統一をしていただく 851 

というようなこともしていきたいと思いますし、議員の方で仮に委員会の委員 852 

になられる方がおられましたら、できましたらそういった意見もどんどん出し 853 

ていただいて、より適正な管理につながればいいと考えてございます。 854 

 それから、暴力団の関係でございますけれども、当然協定を結んだから大丈夫 855 

とは考えてございません。先ほど清水委員からの質疑にございましたけれども、 856 

内部にマニュアルというものを作成しまして、くらし支援課が中心となってい 857 

くということで、より警察とも密接に情報交換できていくようになると考えて 858 

おりますし、そういったものを各所属にもつないでいきたいと考えてございま 859 

す。暴力団をやめてから５年たった者をどうするかとか、そういった課題はい 860 

ろいろあろうかと思いますけれども、そういった情報も警察から入手させてい 861 

ただいたり、それから田村委員を初めといたしました皆さんの意見を伺いなが 862 

ら、できることを順次進めていきたいと考えてございます。 863 

鎌田課長 ３年に１度の固定資産税の土地評価がえに際しまして、まず市内160地点の鑑定 864 

評価を実施いたしております。平成25年度、調査におきましては札幌の協同組 865 

合でございます北海道資産評価センターというところと契約させていただきま 866 

した。前回の評価がえにおいても当該法人等が行っているというところであり 867 

ますけれども、滝川市における地価形成要因等のノウハウを有していること、 868 

またバランスのとれた評価が期待できるというようなことで随意契約をしたと 869 

ころでございます。 870 

田  村 土地評価の件なのですが、３年に１回なのですが、その都度どういうような選 871 

定方法で鑑定士を頼んでいるか。 872 

鎌田課長 個人と契約するという選択肢がないわけではございません。ただ、そういった 873 

場合、評価地点等も多いことでございます。心身の故障等により履行不可能に 874 

なるというようなリスクを排除しなければなりません。したがいまして、法人 875 

との契約ということになりまして、その点におきまして道内の主要な鑑定士で 876 

形成されております協同組合に基本的にはお願いするというような流れにして 877 

いるところでございます。 878 

田  村 もう一点だけ聞いておきたいのですが、これはここの北海道資産評価センター 879 

をいつごろから使われているのですか。 880 

鎌田課長 大変申しわけございません。この２回ほどの評価がえということでしか、ちょ 881 

っと手元にございません。申しわけございません。 882 
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委 員 長     他に質疑ございますか。 883 

副委員長 それでは、１つだけお伺いします。 884 

 消防費の中で、先ほど木下委員から質疑があったのですが、備蓄の予定目標、 885 

平成32年で一応終了するということで、現在４割程度ということだったのです 886 

が、その中で発電機と石油ストーブがあるのですが、設定場所によって対応は 887 

分かれると思うのですけれども、発電機についての種類、例えばポータブルタ 888 

イプとか、その設置場所によってちょっと大型のタイプになると思います。あ 889 

と、石油ストーブについてもポータブルと、それから発電機があるので、若干 890 

のファンヒーターも使えるのでないかと思うのですけれども、その辺の現在の 891 

備蓄台数と、それからトータル的にどのぐらいで見ているか、その辺を確認し 892 

たいのですが。 893 

尾崎主幹 26年度におきましては、発電機でございますけれども、1.6キロワット級の発電 894 

機を30台買う予定としております。ストーブにおきましては、ポータブルの対 895 

流型の石油ストーブを10台購入する予定になっております。先ほどの備蓄の関 896 

係で話をしておりましたが、計画的に購入を進めておりますが、発電機につき 897 

ましては今のところ小型のものが２台ということでございますので、ここに追 898 

加をするような形で30台ということで考えております。ストーブにつきまして 899 

は、今のところ27台保有しておりますので、37台になるということでございま 900 

す。ストーブにつきましては、電気を使うものは今のところ購入は考えておら 901 

ず、停電時でも使用できるようなストーブの備蓄ということで考えております。 902 

委 員 長     他に質疑ございますか。 903 

山  口 それでは、３点ですけれども、新日本スーパーマーケット協会で職員の研修を 904 

するのですけれども、この研修の考え方といいますか、民間の手法を学ばせる 905 

のがメーンなのか、それとも短期間で実績を上げることが目的なのか、それに 906 

よって派遣する人材の選定が違うと思うのですけれども、その考え方をお願い 907 

します。 908 

 それと、そらぷちキッズキャンプに対する支援ですけれども、当初予算では見 909 

当たらないけれども、市長の執行方針には支援するということであるので、予 910 

算を伴わない支援をするという意味なのかどうか、お願いします。 911 

 それと、消防費の地域防災訓練ですけれども、北海道なので、冬期間の積雪時 912 

の訓練も重要でないかなと思うのですが、その辺の考え方についてお願いしま 913 

す。 914 

田中課長 まず、新日本スーパーマーケット協会への派遣でございますけれども、これは 915 

市政執行方針でも書かせていただいておりますけれども、目的は２つございま 916 

す。まず１つは通常の民間感覚というのがございますけれども、もう一つ大き 917 

な目的は産業振興という視点を持っております。ですから、この協会が持つノ 918 

ウハウですとかネットワーク、これらを身につけてきて滝川の産業振興に生か 919 

すということが大きな目的の一つとなっております。通常ずっと市役所にいて、 920 

初めて民間の仕事の仕方を学ぶという視点とはちょっと異なっておりますし、 921 

民間にいち早く溶け込んで、なおかつそのノウハウを持ってこれる人材という 922 

ことで人材選定は考えてございます。 923 

壽崎主査 今ご質疑いただきましたそらぷちキッズキャンプの関係でございますが、予算 924 

を伴わない支援といいますか、決して予算がないと支援しないということでは 925 

ございませんので、経緯からいたしますと、これまで毎年200万円ほどの補助金 926 
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を団体に支出してまいりました。この財源というのは、全国の方から寄せられ 927 

た寄附金をもとに支出してきたわけでございますけれども、平成26年度の財団 928 

の事業計画等々の相談をしてきた中で、キャンプの実施に対する補助金、助成 929 

金というものが知名度が上がったこともありまして民間から大変取りやすくな 930 

ったというお話があります。一方で宿泊棟ですとか食堂棟、医療棟、そういっ 931 

た主要施設の建設については一応の完了を見たところでございますけれども、 932 

これから子供たちを呼んだプログラムを実施する中でのいわゆるソフト事業の 933 

展開といった部分の充実を図るために、よく公園にありますようなあずまやと 934 

か、そういったハードの建設も財団ではまだ考えているというお話をいただい 935 

ております。滝川市に寄せられた寄附金の残額といたしましては今現在約650 936 

万円ほどございますので、それらをこれから財団と協議を進める中で、具体的 937 

な建設計画等が見えてきた時点で改めて補正予算等のお願いをしながら対応さ 938 

せていただきたいと考えてございますので、よろしくお願いいたします。 939 

橋本室長 山口委員の防災訓練の関係のお答えをしたいと思いますが、今まで防災訓練に 940 

つきましては平成22年から地震、そして24年度には水害想定、26年度、今のと 941 

ころ地震想定の訓練を計画しておりますが、山口委員のおっしゃる特に冬場の 942 

災害、これは非常に重要だと考えております。ですから、今年度事業につきま 943 

して発電機、石油ストーブ等の購入もどんどんふやしていく段階になっており 944 

ますし、さらには広域の防災訓練も今後は検討しておりますので、そういった 945 

訓練の中で冬期災害における訓練も取り入れていきたいと思いますので、よろ 946 

しくお願いいたします。 947 

委 員 長     他に質疑ございますか。 948 

山  本 １点だけ、コミュニティセンターの中にというか、市民生活に全部含まれてく 949 

るのではないかなと思うのですけれども、コミュニティセンターのほかに市内 950 

にいろいろと市で建てた福祉センター的な会館とかが結構農村部にあるのです 951 

けれども、その中で老朽化も激しいということで、地域から補修等の要望等も 952 

上がってきていると思うのですけれども、ことしそういった地域の要望を踏ま 953 

えてやる予定があるのかないのかお伺いしておきます。 954 

横山副主幹 コミュニティセンター以外の施設の修繕ということでございますけれども、実 955 

は地域の元気臨時交付金事業に要する経費の中に今回いろいろさまざま要望を 956 

いただいていたのですが、その中から１件、江部乙の北地区の修繕を１件計上 957 

させていただいております。そのほかにつきましてもさまざまご要望いただい 958 

ております部分につきまして、例えば原材料を出すとか、そういった形でご協 959 

力をいただきながら今後も維持をバックアップしていきたい、また市で修繕す 960 

るものは修繕するというふうに考えてございます。 961 

委 員 長 他に質疑ございますか。 962 

（なしの声あり） 963 

委 員 長 質疑なしと認めます。 964 

 それでは、質疑の留保はなしと確認してよろしいでしょうか。 965 

（異議なしの声あり） 966 

委 員 長 それでは、質疑の留保はなしと確認いたします。 967 

 以上で総務費、消防費、公債費、諸支出金、職員費、予備費、関連議案第19号 968 

及び第21号の質疑を終結いたします。 969 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 970 
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 明日は午前10時から会議を開きます。 971 

 本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。 972 

散  会 １３：３０ 973 

 974 


